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１【提出理由】

　当社は2026年５月11日開催の取締役会において、特定子会社の異動に係る決議をいたしましたので、金融商品取引法

第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出す

るものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称 田村汽車電子（佛山）有限公司

住所 中華人民共和国広東省佛山市南海区丹灶鎮華南五金産業基地東陽三路13号

代表者の役職・氏名 董事長総経理 上山 健一

資本金の額 USD21,800,000.00

事業の内容 車載用電子部品の生産・販売

出資比率 田村香港有限公司 100%（当社間接所有割合 100％）

（注）田村香港有限公司は当社の100％子会社です。

 

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

①　当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：USD21,800,000.00（うち間接所有分 USD21,800,000.00）

異動後：－

②　総株主等の議決権に対する割合

異動前：100％（うち間接所有分100％）

異動後：－

 

（注）「当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数」は出資額を、「総株主等の議決権に対する割合」は出資比

率をそれぞれ記載しています。

 

 

(3）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由　：当社は、第14次中期経営計画「One TAMURA for Next 100」において、今後の成長に向けた基盤

の構築および効率的に収益を最大化できる体質への転換を推進しています。田村汽車電子（佛

山）有限公司（以下、「田村汽車」）は、HEV向けをメインとする車載用昇圧リアクタの生産・

販売を行っていましたが、当製品の生産を日本に集約し、収益性の向上および HEV 成長が見込

める日本・米国・ASEAN 地域への供給拡大を図るため、田村汽車の持分をすべて中国国内企業へ

譲渡することとしました。

②　異動の年月日：2026年６月末日（予定）

 

以　上
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